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第１ 第18期 （2025年４月１日から
2026年３月31日まで） 事業概況書

１　事業の概要

【金融経済環境】

　我が国経済は、輸出等で一部に弱さがみられましたが、緩やかに回復しました。個人消費

は、年度前半は物価高を受け、回復に足踏みがみられましたが、物価の伸び鈍化につれ、年

度後半は緩やかな回復の動きがみられました。輸出は、米国の関税引き上げの影響で米国向

けの減少がみられたものの、米国以外の地域向けが増加し、おおむね横ばいとなりました。

企業収益は、製造業で関税引き上げの影響がみられたものの、円安基調が続いたほか、価格

転嫁の進展等により製造業、非製造業とも高水準を維持しました。消費者物価は、年度前半

は食料価格の上昇等により前年比で３％を超える伸びとなりましたが、その後は食料価格の

上昇鈍化や電気・ガス代補助等の影響で２％程度まで伸びが鈍化しました。

　金融面では、堅調な企業業績や緩和的な金融環境のもとで貸出残高の緩やかな増加が続き

ました。米国や欧州では、関税引き上げの影響を見極めながら慎重に利下げを進め、国内に

おいては、物価動向等を踏まえて日本銀行が追加利上げを行いました。日本の長期金利は、

利上げへの期待が継続する中、財政政策の積極化観測も材料に上昇し、2.3％台で終えまし

た。為替レートは、米国の関税政策への懸念等で一時１米ドル＝140円程度まで円高が進み

ましたが、その後は各国の対米関税交渉が進む中で過度な懸念後退から円安となり、年度末

にかけては中東情勢の緊迫化を受けてドルが買われたこともあり、159円台で終えました。

日経平均株価は、日米両政府の関税交渉合意に加え、ＡＩや積極的な財政政策への期待等で

上昇しましたが、年度末にかけては中東情勢の緊迫化を受けて下落し、51,000円台で終えま

した。

【事業の経過及び成果】

＜当事業年度の概況について＞

　当行は、2008年10月１日の設立以降、日本政策投資銀行（以下「旧ＤＢＪ」という。）

の業務を基本としつつ、お客様の課題を解決する投融資一体型の金融サービスを提供すべ

く業務を行ってきております。

　こうした中、当事業年度の概況は、以下のとおりとなりました。

　融資業務におきましては、伝統的なコーポレート融資によるシニアファイナンスに加

え、ノンリコースローンやストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス等の金

融手法を活用した融資まで、多様化する資金調達ニーズに対応して参りました。当事業年

度における融資額は３兆6,639億円となりました。

　なお、危機対応業務による融資額につきましては、以下の＜危機対応業務について＞を

ご参照ください。

　投資業務におきましては、事業拡大・成長戦略や財務基盤の整備等、お客様の抱える
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前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 比 較

業務粗利益 1,871 2,774 902

経常利益 1,065 1,978 913

当期純利益 806 1,438 632

単体総自己資本比率 18.39％ 18.42％ 0.03pt

単体普通株式等Tier１比率 18.16％ 18.16％ △0.00pt

様々な課題に対して、長期的視点に基づき適切に対応して参りました。また、当行は、平

成27年改正法に基づき、我が国の企業競争力強化や地域活性化の観点から、成長マネー

（資本性資金・メザニン等）の供給を時限的・集中的に強化する取組として、2013年３月

に創設した競争力強化ファンドを承継し、特定投資業務を開始しております。これらの取

組も含め、当事業年度における投資額は3,907億円となりました。

　コンサルティング／アドバイザリー業務やアレンジャー業務等の役務取引関連業務にお

きましては、旧ＤＢＪより培って参りましたネットワークやノウハウ等を活かし、多様な

業種・事業規模のお客様の競争力強化や、地域経済活性化に寄与する案件等について、コ

ンサルティングを行い、アドバイザーとしてサポートを行ったほか、ノンリコースローン

等の金融手法を活用した案件のアレンジ等にも積極的に取り組んで参りました。

　当事業年度における投融資関連手数料及びＭ＆Ａ等アドバイザリーフィーは計130億円

となりました。

　当行子会社に関しましては、2026年１月にＤＢＪコーポレートアドバイザリー株式会社

を新たに設立し、当行の連結子会社としております。同社は、当行グループが有する金

融・産業に関する知見を活かしつつ、Ｍ＆Ａアドバイザリー及び戦略コンサルティングを

提供することで、当行グループ全体の付加価値向上を図る役割を担います。

　なお、当行におきましては、企業価値向上に向け、収益力の強化、自己調達基盤の拡

充、ガバナンスの強化等に取り組んできております。

　収益力の強化につきましては、複数の投資案件のエグジット等による利益の確保等もあ

り、以下のとおりの実績となっております。

（単位：億円）

　自己調達基盤の拡充に関しましては、社債発行では、３年公募債、５年公募債及び10年

公募債を中心とする四半期毎の定例発行を柱としつつ、市場動向や投資家需要に応じて超

長期年限を含むスポット債を発行、またMTNプログラムに基づき外貨建て社債も発行（当

事業年度における社債（財投機関債）による調達額6,644億円）するなど、取組を強化し

ております。当行は2014年に初のグリーンボンドを、2015年からはサステナビリティボン

ドを毎年継続発行していますが、当事業年度においては、外貨建てでサステナビリティボ

ンドを発行した他、国内で公募形式のトランジションボンドを発行しております。さら

に、資金調達の多様化の一環として地域金融機関からのシンジケート・ローンをはじめ、

借入による資金調達も継続的に実施しております（当事業年度における財政投融資を除く
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借入による調達額3,028億円）。

　また、ガバナンスにつきましては、平成27年改正法において、新たに特定投資業務や他

の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することが義務付け

られたこと等から、取締役会の諮問機関として、「特定投資業務モニタリング・ボード」

を定期的に開催するとともに、以前より設置していた「アドバイザリー・ボード」を改め

て取締役会の諮問機関として位置付け、その強化を図っております。

＜危機対応業務について＞

　当行は、内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において必要な資金を供給

すべく、政府が指定する金融機関（指定金融機関）として、2008年10月１日より危機対応

業務を開始し、同年秋以降の世界的な金融・経済危機による企業の資金繰りの悪化に対す

る対応を実施しました。また、2011年３月11日に発生した「東日本大震災」や「平成28年

熊本地震」においても、インフラ復旧支援や地場企業向け支援を行いました。

　2020年３月19日には「新型コロナウイルス感染症に関する事案」が危機認定され、同事

案による影響を受けた事業者への支援を開始しました。2021年３月には、多くの雇用の担

い手である飲食・宿泊等をはじめとする事業者を取り巻く非常に厳しい経営環境を踏ま

え、政府よりかかる事業者に対する支援強化の要請を受け、当行は「危機対応業務特別対

応室」及び同室内において「飲食・宿泊専門チーム」を立ち上げました。専門チームの設

置により、特に飲食・宿泊等の事業者に対する審査期間の一層の短縮化を図り、また、飲

食・宿泊等の中堅及び大企業を対象とする優先株式の引受ファンドを設立する等、様々な

施策もあわせて講じて参りました。

　その後、事業者からの資金需要が次第に減少したこともあり、「新型コロナウイルス感

染症に関する事案」に関する危機対応業務については、主務省からの「危機対応認定に係

る通知文（財政第355号、４経営第1507号、20220915中第４号）」により、2023年３月末

を以て終了となっております。

　なお、当行は、平成27年改正法に基づき、当分の間、危機対応業務を行う責務を有する

こととなっております。

　危機対応業務の運営につきましては、危機認定が継続している場合であっても、危機事

案に起因する事象が解消した段階で、その事案に関する危機対応業務は実施しないことと

しております。

　「国際的な金融秩序の混乱に関する事案」や「東日本大震災に関する事案」、「新型コ

ロナウイルス感染症に関する事案」等の危機対応業務への取組による2026年３月末におけ

る同業務の実績は、以下のとおりとなっております。

①　融資額：８兆7,405億円（1,684件）

（注１）2008年12月以降の危機対応業務としての累計融資額であり、同時点までに株式会社日

本政策金融公庫（以下「日本公庫」という。）からの信用供与等（損害担保を含

む。）を受けた金額です。2026年３月末における残高は１兆4,663億円です。

（注２）「東日本大震災」に関する累計融資額は２兆7,919億円（181件）です。
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（注３）「新型コロナウイルス感染症」に関する累計融資額は２兆5,210億円（524件）です。

また、このうち2021年３月29日以降に実施した、中堅企業及び飲食・宿泊等の大企業

向けの累計融資額は2,715億円（121件）です。

（注４）危機対応業務に係る不良債権比率は1.07％です。

②　損害担保：6,093億円（278件）

（注１）日本公庫より損害担保による信用の供与を受けた融資額及び出資額の合計金額です。

2026年３月末における残高は798億円です。

（注２）「東日本大震災」に関する融資額は19億円（７件）です。

（注３）「新型コロナウイルス感染症」に関する融資額は3,410億円（231件）です。また、こ

のうち2021年３月29日以降に実施した、中堅企業及び飲食・宿泊等の大企業向けの累

計融資額は1,833億円（67件）です。

（注４）当行の取引先であるマイクロンメモリジャパン合同会社（旧エルピーダメモリ株式会

社）に対する債権等の一部については、日本公庫との間で損害担保取引に係る契約を

締結しております。損害担保取引に係る契約を締結している当社に対する債権等とし

ては、危機対応業務の実施による損害担保契約付融資額100億円のほか、「産業活力の

再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に定める認定事業者に対する出資額284

億円（記載金額に利息、損害金等は含まれておりません。）があり、当行は日本公庫

に対し、損害担保補償金合計277億円を請求し、既に支払いを受けております。

（注５）損害担保取引に係る契約に基づき、当事業年度において、当行が日本公庫より受領し

た補償金は２億円です。また、補償金の支払いを受けた債権について、当事業年度に

おいて、元本に係る回収等を行い、当該回収等に補てん割合を乗じた金額を日本公庫

に納付した金額はありません。

③　ＣＰ購入額：3,610億円（68件）

（注１）2009年１月以降の危機対応業務としての累計ＣＰ購入額になります。なお、2026年３

月末における残高はありません。

（注２）2010年度以降における取組実績はありません。

＜2025年度（第18期）事業計画における実施方針に基づく危機対応業務の実施状況につい

て＞

　当行は、平成27年改正法による当行に対する危機対応業務の責務化を受け、2025年度

（第18期）事業計画において、危機対応業務の実施方針（以下「危機対応実施方針」とい

う。）を定めており、当事業年度においては、当該危機対応実施方針に基づきセーフティ

ネット機能を発揮すべく、適切に対応しております。

①　株式会社日本政策金融公庫法第２条第４号に規定する被害の発生時における対応の状

況に関する事項

　危機対応業務につきましては、現在危機認定事案はございませんが、今後、新たな危

機認定事案が発生した場合には、相談窓口を設置するなど、危機対応実施方針に基づい
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て体制を整備し、速やかに対応を行って参ります。

　危機認定事案につきましては、平成27年改正法による当行に対する危機対応業務の責

務化の趣旨を十分に踏まえ、過去の対応等における経験や産業界・政府部門とのネット

ワークを活かし、引き続き指定金融機関として適時適切に対応して参ります。なお、危

機対応にかかる取組実績については、上述の＜危機対応業務について＞をご参照くださ

い。

②　株式会社日本政策金融公庫法第２条第４号に規定する被害の発生に備えた取組の状況

に関する事項

　当事業年度においては、平成27年改正法による危機対応業務の責務化の趣旨を踏ま

え、所要の規程改正や相談窓口の設置などの体制整備等を実施しております。また、そ

れらの情報等については、当行内の連絡機会等を通じ各投融資業務担当部店等に周知徹

底するなどの取組を実施してきております。

　なお、当行は、2026年３月末時点において合計で108の国内金融機関と業務提携を締

結しており、これらのネットワークを活かし、危機対応業務を含めた業務全般にかかる

情報交換等を積極的に行っております。

③　その他危機対応業務の適確な実施に関する事項

　危機対応業務に関しましては、これまで受けた2,065億2,900万円の政府出資等によ

り、必要な財務基盤を確保しながら、危機対応実施方針に基づき、適確に業務を執行し

てきております。当事業年度における業績の概要については、【業績の概要】をご参照

ください。

＜特定投資業務について＞

　平成27年改正法では、当行において、民間による成長資金の供給の促進を図るため、

2020年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等（特定投資業

務）を集中的に実施し、2025年度末までに当該業務を完了するよう努めることとされてお

り、政府による必要な出資等所要の措置が講じられております。

　なお、令和２年改正法に基づき、特定投資業務について、投資決定期限及び政府による

出資期限は2020年度末から2025年度末まで延長されるとともに、業務完了期限は2025年度

末から2030年度末まで延長されております。

　さらに、令和７年改正法に基づき、投資決定期限及び政府による出資期限は2025年度末

から2030年度末まで延長されるとともに、業務完了期限は2030年度末から2040年度末まで

延長されております。

　特定投資業務は、我が国産業競争力の強化に向け、2013年３月に当行が自主的な取組と

して設立した「競争力強化ファンド」を発展的に継承したものであり、当行としまして

は、地域経済の自立的発展に資する地域の特性を生かした事業活動の活性化又は我が国の

経済社会の活力の向上及び持続的発展に資する我が国の企業の競争力の強化に資するリス

クマネー供給に適切に取り組んで参ります。

　特定投資業務の2026年３月末における投融資決定の実績としては、取組開始からの累計
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として、１兆5,627億円（288件）となっております。

　なお、特定投資業務に関し、法令に基づき、政策目的に沿って行われていること、民業

補完・奨励及び適正な競争関係が確保されていること等について客観的な評価・監視等を

実施するための体制整備として、金融資本市場や産業界等の出身者による以下の社外有識

者で構成される「特定投資業務モニタリング・ボード」を取締役会の諮問機関として設置

しております。なお、当事業年度におきましては、２回開催しております。

社外有識者（五十音順、敬称略、2026年３月末時点）

秋野　哲也（株式会社常陽銀行取締役頭取（代表取締役））

遠藤　信博（日本電気株式会社特別顧問）

國部　毅（株式会社三井住友フィナンシャルグループ特別顧問）

田代　桂子（株式会社大和証券グループ本社顧問）

辻　松雄（元 一般社団法人全国銀行協会副会長兼専務理事）

津曲　貞利（日本瓦斯株式会社代表取締役社長）

＜2025年度（第18期）事業計画における実施方針に基づく特定投資業務の実施状況につい

て＞

　当行は、平成27年改正法により、民間による成長資金の供給の促進を図る目的で新たに

特定投資業務が措置されたことを受け、2025年度（第18期）事業計画において、特定投資

業務の実施方針（以下「特定投資実施方針」という。）を定めており、当事業年度におい

ては、当該特定投資実施方針に基づき適切に対応を行い、成長資金の供給機能の発揮に努

めております。

①　特定投資業務の実施に係る基本的な方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事

項

　特定投資業務につきましては、民間による成長資金の供給の促進を図るため時限的に

講じられているものであることを踏まえ、特定投資実施方針に基づき、民業の補完また

は奨励の徹底、民間金融機関等の資金・能力の積極的な活用及び民間を中心とした資本

市場の活性化の促進、「経済財政運営と改革の基本方針2025」などの地域経済の活性化

や我が国の企業の競争力の強化のために講じられる関係施策との適切な連携等に留意し

た業務運営を行い、投融資決定を行ってきております。特に地域向けの成長資金供給に

ついては、民間金融機関等との連携の促進に努めており、共同ファンドの組成（当事業

年度においては７件（取組開始からの累計として80件）の共同ファンドを組成）等を通

じて協働案件の発掘やノウハウシェアなどを行っております。なお、2026年３月末にお

ける特定投資業務の取組実績は、以下のとおりとなっております。併せて、上述の＜特

定投資業務について＞もご参照ください。

特定投資業務の投融資決定の実績（2026年３月末現在）

１兆5,627億円（288件）　　うち投融資実績額１兆4,734億円
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（注１）2026年３月末時点で、投融資実績額１兆4,734億円に対して誘発された民間投融資額に

ついては総額10兆8,102億円となっており、民間金融機関・事業者・投資家等と協働し

た成長資金供給という目的に関し十分な達成が図られております。

（注２）投融資決定した288件のうち、個別案件への投融資決定件数は208件、共同ファンドの

組成決定件数は80件（共同ファンドからの投融資決定件数は903件）となっておりま

す。なお、当事業年度の特定投資業務の実績については、当行のホームページに掲載

しております。（https://www.dbj.jp/news/）

（注３）2026年３月末時点で、特定投資指針（令和７年財務省告示第171号）二(2)②ア(ア)に

定める成長資金に係る当行の供給比率が50％を超える個別案件への投融資決定件数は

11件、共同ファンドからの投融資決定件数は１件あります。

（注４）2026年３月末時点で、特定投資指針（令和７年財務省告示第171号）二(2)②ア(イ)に

定める議決権に係る当行の割合が50％を超える個別案件への投融資決定件数は２件あ

ります。

（注５）エグジットまたは完済となったのは、個別案件への投融資決定案件で累計72件ありま

す。

②　一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の補完又は奨励に係る措置の実施状況に関

する事項

　当事業年度においては、民間金融機関等による資金供給のみでは十分な実施が困難な

事業に対して率先して資金供給を行うこと、また、民間金融機関等からの出資等による

資金を出来るだけ多く確保し協働による成長資金供給の成功事例を積み上げていくこと

など、民業の補完または奨励に徹することについて、当行内の連絡機会等を通じ、各投

融資業務担当部店等に周知徹底するなどの取組を実施してきております。

③　特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に係る取組の状況に

関する事項

　民間金融機関等との協働による成長資金供給につき、平成27年改正法等を踏まえ講じ

た所要の規程や体制に基づき、適切に取り組んできております。

　また、当行は、2026年３月末時点において合計で108の国内金融機関と業務提携を締

結しております。民間金融機関等とは、特定投資業務における取組実績での協働に加

え、事業の成長や承継にかかるリスクマネー供給を目的とした共同ファンドの組成（当

事業年度においては、特定投資業務として７件の共同ファンドを組成）等を通じて成長

資金供給にかかるノウハウの共有や人材育成等に積極的に取り組んでおります。

④　特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視の結果を踏まえた対応の状況に関する事

項

　当事業年度に開催した「特定投資業務モニタリング・ボード」においては、特定投資

業務に関して、１兆円超の投融資決定が行われるなど順調に業務が進捗していること、

また、民間の呼び水効果も着実に表れていることに加えて累積利益が十分に確保されて

いる点が評価されました。あわせて、引き続き地域金融機関との連携を図り、スタート
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アップ支援の事例や、カーボンニュートラル及びサプライチェーン強靱化の実現に資す

るような事例を積み上げるなど、民間金融機関と協調したリスクマネー供給による企業

の成長支援に努められたい、との意見が寄せられました。これを踏まえ、地域金融機関

や地域のステークホルダーと連携した東京一極集中是正に向けた案件の組成等を通じ、

リスクマネー供給等に係るノウハウ提供等を引き続き行い、専門的知識を蓄えた人材の

育成、地域のモデル案件の横展開を進めるとともに、当行が知見を有する産業分野での

適切な事業性評価やリスクシェアの工夫等を通じて、民間金融機関等との協調によるリ

スクマネー供給拡大に努めて参ります。また、スタートアップの創出・育成、オープン

イノベーションの推進、グリーン社会の実現に資する事業及び、重要物資の安定供給確

保等のサプライチェーン強靱化等への取組に対しても、特定投資業務を活用しつつ、民

間金融機関等との協調にも配意しながら、リスクマネーの供給を一層強化して参りま

す。

　なお、第22回会合も2026年６月に開催したところであり、その議論等につきまして

も、今後適時適切に特定投資業務の実施へ反映させて参ります。

⑤　その他特定投資業務の適確な実施に関する事項

　特定投資業務における他の事業者との適正な競争関係の確保にかかる状況その他の特

定投資業務の実施状況を検証するため、当事業年度においては、全国銀行協会、全国地

方銀行協会及び第二地方銀行協会（会員の民間金融機関を含む。以下「民間金融機関及

び協会」という。）との間で、それぞれ２回（計６回）の意見交換会を実施しており、

これを踏まえた議論等を「特定投資業務モニタリング・ボード」で実施しております。

　なお、民間金融機関及び協会とは、2026年５月にもそれぞれとの間で意見交換会を実

施しており、それらを踏まえた議論等を「特定投資業務モニタリング・ボード」第22回

会合において行ったところであり、その議論等については今後適時適切に特定投資業務

の実施へ反映させて参ります。

＜他の事業者との間の適正な競争関係の確保について＞

　当行が2008年10月に株式会社として設立されて以来、当行の経営全般に対する助言等を

行う、経営会議の諮問機関として「アドバイザリー・ボード」を設置しておりましたが、

平成27年改正法において、当分の間、当行に対し、その業務を行うに当たって他の事業者

との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することが義務付けられたこ

とから、同ボードを改めて取締役会の諮問機関として位置付け、民間金融機関との適正な

競争関係の確保に関しても従来にも増して重要な事柄として審議・評価を行っていただく

こととしております。なお、当事業年度におきましては、２回開催しております。同ボー

ドは次の社外有識者及び社外取締役により構成されております。
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社外有識者（五十音順、敬称略、2026年３月末時点）

秋池　玲子（ボストン・コンサルティング・グループ日本共同代表）

秋野　哲也（株式会社常陽銀行取締役頭取（代表取締役））

井手　博（株式会社ＩＨＩ代表取締役社長最高経営責任者）

國部　毅（株式会社三井住友フィナンシャルグループ特別顧問）

原田　一之（京浜急行電鉄株式会社取締役会長（代表取締役））

社外取締役（敬称略、2026年３月末時点）

進藤　孝生（日本製鉄株式会社相談役）

齋木　尚子（外務省参与）

＜2025年度（第18期）事業計画における他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る

方針に基づく業務の実施状況について＞

①　他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に基づく業務の

実施状況

　2025年度（第18期）事業計画に基づき、市場規律をゆがめたり、いたずらに規模拡大

がなされないよう留意するなど、他の事業者との間の適正な競争関係の確保に向け、適

切に業務を運営しております。

　また、業務提携を締結している金融機関とのネットワークを活用し、当行の業務全般

について情報交換等を常に行うことで、投融資等の協働等につながるようリレーション

の強化にも努めております。

②　一般の金融機関その他の他の事業者の意見を業務運営に反映させるための取組の状況

に関する事項

　当行業務運営における他の事業者との適正な競争関係の確保にかかる状況その他の業

務の実施状況を検証するため、当事業年度においては、民間金融機関及び協会との間

で、計６回の意見交換会を実施しております。

　意見交換会においては、適正な競争関係の観点で概ね問題はなく、円滑な連携・協働

が実現されている点を評価する意見がありました。連携・協働に関しては、事業承継や

業界再編、サプライチェーンの構築、経済・エネルギー安全保障等に関わる分野等の民

間金融機関だけではリスクテイクの難しい案件における投融資を通じた連携・協働、勉

強会や人材交流等を通じたナレッジ提供に対する期待が寄せられました。今後も、地域

毎のきめ細かな情報提供等を含む民間金融機関との協働の推進と、市場規律を意識した

業務運営に努めて参ります。

　また、当事業年度に開催した「アドバイザリー・ボード」においては、ＤＢＪグルー

プ中期経営計画[2026–2030]の骨子に賛同いただくとともに、当行が有するナレッジ等

も活用しながら、産業競争力の強化に資する取組、投資回収に長期を要するＧＸやスタ

ートアップ分野への対応及び地域活性化に向けた地域金融機関との連携強化を期待する

旨の意見等が寄せられました。これらを踏まえ、民間金融機関との一層の協調に加え

て、リスクマネー供給等に係る積極的なノウハウ提供等を引き続き行うとともに、当行
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グループの機能を活用しながら顧客の課題解決へ取り組むこととしております。今後も

適切なモニタリングに努め、意見交換会の実施等を通じて民間金融機関との協調や適正

な競争関係に配意した取組を推進して参ります。

　なお、民間金融機関及び協会とは、2026年４月から2026年５月にかけて、それぞれと

の間で意見交換会を実施しており、それらを踏まえた議論等を、2026年６月に開催した

「アドバイザリー・ボード」において行ったところであり、その議論等につきましても

今後適時適切に業務運営へ反映させて参ります。

③　その他の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組の実施状況に関する事

項

　2025年度（第18期）事業計画に基づき、民間金融機関やファンド等多様な金融機関と

の連携強化を引き続き推進しております。

　具体的には、特定投資業務における取組実績での協働に加え、事業の成長や承継等に

かかるリスクマネー供給を目的とした共同ファンドの組成等を通じた連携に取り組んで

いるほか、これまでに構築したネットワーク（2026年３月末時点において合計で108の

国内金融機関と業務提携を締結等）を活用して、多くの地域金融機関と各種調査や情報

発信等を共同で実施するなど、様々な分野で連携機会を持つことで、投融資等での協働

機会創出や各地域金融機関が注力する業務分野に応じた新たな業務提携の促進に努めて

おります。

＜地域活性化に関する取組の強化について＞

　地域においては、①人的資本関連では、コロナ禍を経て、東京圏の転入超過による一極

集中が再び強まる中、依然として地方からの人口流出傾向は継続しており、地域経済の弱

体化に拍車がかかる事態となっています。また、②社会資本関連では、高度成長期以降に

整備したインフラが、今後一斉に老朽化し、地域の各自治体の財政を圧迫する要因になる

ことが予想される中、近年、大規模自然災害が増加傾向にあります。加えて、③産業資本

関連では、国内外におけるカーボンニュートラルの議論が活発化する中、各地域で発足し

た協議会等において、地域のトランジションについて検討が進められています。

　かかる状況下、当行グループは、地域のパートナーとして、「地域と東京」、「地域と

地域」、「地域とグローバル」を「繋げる」ことで価値を生み出すこと、リスクマネーや

コンサルティング機能等を活用した「課題解決」にフォーカスすることの２点を念頭に、

地方創生・地域活性化を支援しています。

　ナレッジ提供面では、これまで（１）交流人口増加、（２）地域資源の有効活用、

（３）官民連携支援の観点から、具体的には、以下の調査・支援業務等に取り組んできま

した。

　（１）に関しては、①アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（2012年より14年

連続で実施、2015年からは公益財団法人日本交通公社と共同で実施）、②「スポーツ」を

活かしたまちづくりに関して事業者や地方自治体へのアドバイス等に取り組んできまし

た。

　（２）に関しては、①公有資産マネジメント支援、②都市におけるグリーンインフラの
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推進に向けた「グリーン」の社会的価値の可視化に関する取組、③森林分野において

「木」を活用した地域資源循環の拡大とグリーントランジションを両立させるための課題

解決等へ向けた取組等に取り組んできました。

　（３）に関しては、①関係省庁（内閣府・国土交通省・総務省・文部科学省・厚生労働

省・法務省等）や株式会社民間資金等活用事業推進機構等との緊密な協働による各種情報

発信や地域プラットフォーム形成支援、②地方公共団体、地域金融機関等を対象にした

「ＰＰＰ／ＰＦＩ大学校」開催による当該分野の普及啓発、③2025年10月に地方公共団体

（茨城県古河市）、地域金融機関と連携したソーシャルインパクトボンド（ＳＩＢ）を活

用した出資の実施等、官民連携支援を一層推進してきました。

　そのほかにも、産業・地域におけるカーボンニュートラル実現・脱炭素推進や、レジリ

エンス向上等の観点から、地域金融機関と連携し協働調査（2026年４月に「山梨県におけ

るカーボンニュートラル（ＣＮ）動向調査」公表）を実施する等、各地域における対話を

深める取組をしています。また、観光、スポーツ、森林、伝統工芸等のテーマごとに情報

発信を通じて地域活性化の方向性を提言しています。

　ファイナンス面では、地域金融機関等と協働しファンド組成を通じた取組を推進してい

ることに加えて、特定投資業務においても、「地域経済の自立的発展」を達成すべき政策

目的としており、リスクマネー供給の観点での地域活性化にも積極的に取り組んでおりま

す。

　近年、全国各地で連続して大きな被害をもたらす災害が発生していることから、地域の

災害対策に係る適切な初動対応を行うべく、全国に所在する支店・事務所並びに本店関係

部にて密接に連携しております。被災事業者の緊急的な資金需要に対して機動的かつ迅速

に対応すべく、「地域緊急対策プログラム」等を活用しながら、今後も被災地域及び被災

事業者の復旧・復興支援に取り組んで参ります。

　当行は各地域金融機関と連携しながら、同窓口に寄せられた相談や資金需要に対応して

おります。さらに当行は、内外の金融秩序の混乱や大規模な災害、テロリズムもしくは感

染症等への対応に際し、地域経済の発展に寄与することを目的とし、全国の複数の地域金

融機関と「災害対策業務協力協定」を締結しており、事業者等に対する円滑な金融機能の

発揮や事業者等に対するコンサルティング機能の発揮を目指します。
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【業績の概要】

　以上のような事業の経過のもと、当事業年度の業績につきましては、次のとおりとなり

ました。

　資産の部につきましては、21兆384億円（前事業年度末比1,796億円減少）となりまし

た。このうち貸出金は14兆7,216億円（同比1,478億円減少）となりました。

　負債の部につきましては、16兆8,269億円（同比3,342億円減少）となりました。このう

ち、債券及び社債は６兆5,444億円（同比573億円減少）、借用金は９兆1,847億円（同比

3,519億円減少）となりました。

　また、支払承諾につきましては、6,479億円（同比895億円減少）となりました。

　純資産の部につきましては、４兆2,115億円（同比1,546億円増加）となりました。

　なお当行は、2025年６月の定時株主総会決議を経て、普通株式への配当（基準日／2025

年３月31日、配当金総額161億円、１株当たり370円、配当性向24.95％）を行っておりま

す。

　また、所有する上場有価証券等の評価損益に関しましては、その他有価証券評価差額金

に計上しており、当該評価差額金は368億円（同比202億円減少）となりました。

　損益の状況につきましては、経常収益は4,638億円（前事業年度比1,150億円増加）とな

りました。その内訳は、資金運用収益が3,100億円（同比538億円増加）、役務取引等収益

が151億円（同比22億円減少）、その他業務収益が０億円（同比13億円減少）及びその他

経常収益が1,385億円（同比647億円増加）となりました。

　また、経常費用は2,659億円（同比236億円増加）となりました。その内訳は、資金調達

費用が1,397億円（同比11億円増加）、役務取引等費用が８億円（同比３億円増加）、そ

の他業務費用が217億円（同比170億円増加）、営業経費が719億円（同比68億円増加）及

びその他経常費用が316億円（同比17億円減少）となりました。この結果、経常利益は

1,978億円（同比913億円増加）となりました。

　経常損益の内容としましては、資金運用収支については1,703億円（同比526億円増

加）、役務取引等収支については142億円（同比26億円減少）、その他業務収支について

は△217億円（損）（同比183億円減少）となりました。なお、その他経常収支は1,069億

円（同比664億円増加）となりました。

　これらにより、税引前当期純利益は1,983億円（同比918億円増加）となりました。

　また、法人税、住民税及び事業税471億円（同比149億円増加）、法人税等調整額73億円

（損）（前事業年度は63億円（益））を計上いたしました結果、当事業年度の当期純利益

は1,438億円（前事業年度比632億円増加）となりました。
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　なお、貸出金等に関しましては、当行は「銀行法」及び「金融機能の再生のための緊急

措置に関する法律」（平成10年法律第132号）の対象ではありませんが、自主的に資産の

自己査定を実施しております。その結果、「銀行法」及び「金融機能の再生のための緊急

措置に関する法律」に基づく債権（正常債権除く）は575億円（前事業年度末比580億円減

少）となり、不良債権比率は0.37％（同比0.37ポイント低下）となっております。
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２　業務別収支計算書 （2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

科 目 特定投資業務
特定投資業務
以外の業務

合計

経 常 収 益 76,813 386,996 463,809

資 金 運 用 収 益 46,523 263,557 310,081

役 務 取 引 等 収 益 1,584 13,561 15,146

そ の 他 業 務 収 益 － 0 0

そ の 他 経 常 収 益 28,705 109,876 138,582

経 常 費 用 6,940 258,974 265,915

資 金 調 達 費 用 － 139,746 139,746

役 務 取 引 等 費 用 18 830 849

そ の 他 業 務 費 用 － 21,745 21,745

営 業 経 費 3,070 68,858 71,928

そ の 他 経 常 費 用 3,851 27,794 31,645

経 常 利 益 69,873 128,021 197,894

特 別 利 益 － 792 792

特 別 損 失 － 302 302

税 引 前 当 期 純 利 益 69,873 128,511 198,384

法 人 税 等 合 計 16,488 38,085 54,573

当 期 純 利 益 53,384 90,426 143,811

（単位：百万円）

（注記）

１．業務別収支計算書及び注記の作成の基礎

　業務別収支計算書及び注記は、株式会社日本政策投資銀行が、株式会社日本政策投資銀行法

（以下「法」という。）附則第２条の19の規定により、特定投資業務と特定投資業務以外の業

務の区分ごとの収支の状況及び、当該事業年度の末日において特定投資業務に係る利益又は損

失としてその他利益剰余金を特定投資剰余金に振り替える額の算定の過程を記載した書類を財

務大臣に提出するとともに、これを公表するために、株式会社日本政策投資銀行の会計に関す

る省令附則第２条第１項に準拠し、作成している。

　業務別収支計算書及び注記の作成に当たり採用した重要な会計方針は、以下の「２．重要な

会計方針」のとおりである。

２．重要な会計方針

（整理方法）

（１）次に掲げる収益又は費用は、次の方法により法附則第２条の19各号に掲げる業務に整理。

（ⅰ）貸倒引当金戻入益及び貸倒引当金繰入額のうち一般貸倒引当金の繰入額及び取崩額　特定

投資業務及び特定投資業務以外の業務に係る貸出金の額のうちそれぞれ一般貸倒引当金の計上

対象となるものの期首及び期末の平均残高の額の比率により配分。
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（ⅱ）営業経費　特定投資業務に係る貸出金、有価証券（ただし国債は除く。）及び法附則第２

条の12第４項第４号に規定する手法を用いた資金供給により取得した債権（貸出金及び有価証

券を除く。）の額の合計額の期首及び期末の平均残高の額に株式会社日本政策投資銀行の平均

営業経費の額（当該事業年度の直前の事業年度から起算して過去５事業年度の株式会社日本政

策投資銀行の営業経費の額を平均したものをいう。）を株式会社日本政策投資銀行の平均投融

資残高の額（当該事業年度の直前の事業年度から起算して過去５事業年度の株式会社日本政策

投資銀行の貸出金、有価証券（ただし国債は除く。）及び法附則第２条の12第４項第４号に規

定する手法を用いた資金供給により取得した債権（貸出金及び有価証券を除く。）の額の合計

額の期首及び期末の平均残高の額を平均したものをいう。）で除して得た比率を乗じて得た額

（小数点以下を四捨五入するものとする。）を特定投資業務に係る営業経費の額に整理し、株

式会社日本政策投資銀行の営業経費の額から当該乗じて得た額を減じて得た額を特定投資業務

以外の業務に係る営業経費の額に整理。

（ⅲ）その他経常収益及びその他経常費用のうち特定投資業務による資金供給の対象である法附

則第２条の12第３項第２号に定める特定事業活動を行う事業者であって特定投資業務以外の業

務においても資金供給の対象とするものとしてあらかじめ財務大臣に届け出た事業者（投資事

業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）第２条第２項に規定する投資事業有

限責任組合に限る。）に係る営業経費及びこれに類する費用　特定投資業務及び特定投資業務

以外の業務に係る当該事業者の貸出金、有価証券（ただし国債は除く。）及び法附則第２条の

12第４項第４号に規定する手法を用いた資金供給により取得した債権（貸出金及び有価証券を

除く。）の額の合計額の当該事業者における期首及び期末の平均残高の額の比率により配分す

ることにより整理。

（ⅳ）その他経常収益及びその他経常費用のうち特定投資業務による資金供給の対象である法附

則第２条の12第３項第２号に定める特定事業活動を行う事業者であって特定投資業務以外の業

務においても資金供給の対象とするものとしてあらかじめ財務大臣に届け出た事業者（投資事

業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）第２条第２項に規定する投資事業有

限責任組合に限る。）に係る収益（特定投資業務に直接整理できるものを除く。）　特定投資

業務及び特定投資業務以外の業務に係る当該事業者の貸出金、有価証券（ただし国債は除

く。）及び法附則第２条の12第４項第４号に規定する手法を用いた資金供給により取得した債

権（貸出金及び有価証券を除く。）の額の合計額の当該事業者における期首及び期末の平均残

高の額の比率により配分することにより整理。

（ⅴ）法人税等合計　特定投資業務に係る税引前当期純利益又は税引前当期純損失の額に、特定

投資業務に係る法人税法（昭和40年法律第34号）第23条第１項に規定する配当等の額及び同法

第23条の２第１項に規定する剰余金の配当等の額を減少した額に法定実効税率を乗じて得た額

を特定投資業務に係る法人税等合計の額に整理し、株式会社日本政策投資銀行の法人税等合計

の額から当該乗じて得た額を減じて得た額を特定投資業務以外の業務に係る法人税等合計の額

に整理。

（ⅵ）外貨建資産に係る為替差損益　特定投資業務のうち外貨建てで資産を計上しているものに

ついては、当該業務に関する為替差損益を特定投資業務以外の業務に整理。

（２）（１）に掲げる収益又は費用以外のものは、法附則第２条の19各号に掲げる業務に直接整

理。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行

取　　 締　　 役　　 会　御中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 濱　原　啓　之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 古　西　大　介

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小谷野　卓　也

2026年５月11日

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　　　　　　東　京　事　務　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

監査意見
　当監査法人は、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令（以下「省令」という。）附則
第２条第３項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行の2025年４月１日から2026年３月31日
までの第18期事業年度の業務別収支計算書及び注記（以下併せて、「計算書」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書が、全ての重要な点において、省令附則第２条第１項に準拠して
作成されているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書の監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項-計算書の作成の基礎
　計算書は、株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第２条の19の規定に
より、財務大臣に提出するとともに、これを公表するために、省令附則第２条第１項に準拠して
作成されており、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。当該事項は、当監査
法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。

計算書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、省令附則第２条第１項に準拠して計算書を作成することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書を作成するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書を作成することが適切
であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行
が別途保管しております。

２．計算書は、株式会社日本政策投資銀行の2025年４月１日から2026年３月31日までの第
18期事業年度に係る財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記には含まれておりません。

３．計算書は、有限責任監査法人トーマツによる会社法第436条第２項第１号の規定に基
づく監査証明の対象ではありません。

計算書の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、計算書の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込ま
れる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において計算書の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書の注記事項が適切でない場合は、計算書に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

　・　計算書の表示及び注記事項が、省令附則第２条第１項に準拠しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

その他の事項－会社法に基づく監査報告
　株式会社日本政策投資銀行は、上記の計算書のほかに、2026年３月31日をもって終了する事業
年度について、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠した計算書類及びその附属明細書を作成しており、当監査法人
は、これらに対して2026年５月11日に別途、監査報告書を発行している。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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区 分 前　期　末 当　期　末 増　減（△）

本 支 店 11 11 －

出 張 所 8 8 －

計 19 19 －

３　営業所等の増減

区 分 前　期　末 当　期　末 増　減（△）

取 締 役
10

うち社外(2)
10

うち社外(2)
－

会 計 参 与 － － －

監 査 役
5

うち社外(3)
5

うち社外(3)
－

執 行 役 － － －

会 社 役 員 計 15 15 －

常 務 執 行 役 員
（取締役兼務者を除く）

9 9 －

事 務 系 1,279 1,323 44

庶 務 系 1 1 0

職 員 計 1,280 1,324 44

合 計 1,304 1,348 44

４　会社役員及び職員の増減

（注）職員数は、当行から他社への出向者を除き、他社から当行への出向者を含んでおります。また、嘱託

及び臨時従業員を含んでおりません。
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役職名
氏名又は名称（生年
月日又は設立年月日）

略歴又は沿革
所有自社
株式数
（株）

取締役会長

（代表取締役）

太田　　充

（1960年４月17日生）

1983年４月　大蔵省入省

2020年７月　財務事務次官

2023年６月　当行代表取締役副社長

2024年６月　当行代表取締役会長（現職）

－

取締役社長

（代表取締役）

牧　　裕文

（1968年11月23日生）

1993年４月　日本開発銀行入行

2017年４月　当行人事部担当部長

2017年６月　当行都市開発部長

2021年６月　当行執行役員経営企画部長

2023年６月　当行常務執行役員（関西支店長）

2025年６月　当行取締役常務執行役員

2026年６月　当行代表取締役社長（現職）

－

取締役副社長

（代表取締役）

小林　真五

（1969年５月29日生）

1993年４月　日本開発銀行入行

2017年６月　当行経営企画部担当部長

2018年６月　当行秘書役

2021年６月　当行執行役員人事部長

2024年６月　当行取締役常務執行役員

2026年６月　当行代表取締役副社長（現職）

－

取締役

常務執行役員

原田　文代

（1968年11月３日生）

1992年４月　日本開発銀行入行

2015年２月　当行国際統括部担当部長

　　　　　　兼企業金融第６部担当部長

2017年６月　当行企業金融第５部担当部長

　　　　　　兼国際統括部担当部長

2020年６月　当行ストラクチャードファイナンス部長

2021年１月　当行ストラクチャードファイナンス部長

　　　　　　兼経営企画部担当部長

2021年６月　当行執行役員（ＧＲＩＴ担当）

　　　　　　兼経営企画部サステナビリティ経営室長

2022年６月　当行常務執行役員

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

－

取締役

常務執行役員

森　裕一朗

（1968年11月12日生）

1992年４月　株式会社日本興業銀行

　　　　　　（現 株式会社みずほ銀行）入行

2006年７月　日本政策投資銀行入行

2016年６月　当行業務企画部担当部長

2018年６月　当行企業金融第２部長

2020年６月　当行企業金融第６部長

2021年３月　当行企業金融第６部長兼業務企画部担当部長

2022年６月　当行執行役員業務企画部長

　　　　　　兼危機対応業務特別対応室長

2024年６月　当行常務執行役員

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

－

取締役

常務執行役員

柴田　　聡

（1969年12月30日生）

1992年４月　大蔵省入省

2021年７月　中国財務局長

2022年６月　株式会社地域経済活性化支援機構常務取締役

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

－

取締役

常務執行役員

箕輪　留以

（1969年９月21日生）

1993年４月　日本開発銀行入行

2017年６月　当行企業金融第２部担当部長

2020年６月　当行企業金融第２部長

2021年６月　当行北海道支店長

2024年６月　当行常務執行役員

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

－

５　会社役員の略歴及び所有自社株式
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役職名
氏名又は名称（生年
月日又は設立年月日）

略歴又は沿革
所有自社
株式数
（株）

取締役

常務執行役員

成清　正和

（1970年11月７日生）

1994年４月　日本開発銀行入行

2018年６月　当行業務企画部担当部長

2020年６月　当行企業金融第３部長

2022年６月　株式会社日本経済研究所（出向）

2023年６月　当行執行役員経営企画部長

2024年４月　当行執行役員経営企画部長兼管理部長

2024年６月　当行執行役員経営企画部長

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

－

取締役

常務執行役員

三ヶ山　正明

（1971年10月４日生）

1995年４月　北海道東北開発公庫入庫

2019年６月　当行人事部担当部長

2020年６月　当行地域投資部担当部長

2021年６月　当行企業投資第２部長

2024年６月　当行執行役員人事部長

2026年６月　当行取締役常務執行役員（現職）

取締役
進藤　孝生

（1949年９月14日生）

1973年４月　新日本製鐵株式會社入社

2005年６月　同社取締役経営企画部長

2006年６月　同社執行役員経営企画部長

2007年４月　同社執行役員総務部長

2009年４月　同社副社長執行役員

2009年６月　同社代表取締役副社長

2012年10月　新日鐵住金株式会社（現 日本製鉄株式会社）

　　　　　　代表取締役副社長

2014年４月　同社代表取締役社長

2019年４月　日本製鉄株式会社代表取締役会長

2023年６月　当行取締役（現職）

2024年４月　日本製鉄株式会社取締役相談役

2024年６月　同社相談役（現職）

－

取締役
齋木　尚子

（1958年10月11日生）

1982年４月　外務省入省

2014年７月　同省経済局長兼内閣官房内閣審議官

2015年10月　同省国際法局長

2017年７月　同省研修所長

2020年４月　東京大学公共政策大学院客員教授

2020年６月　双日株式会社社外取締役

2020年６月　当行社外監査役

2023年４月　外務省参与（現職）

2023年６月　当行取締役（現職）

2026年３月　株式会社ＩＮＰＥＸ社外取締役（現職）

－

常勤監査役
中村　航洋

（1969年11月18日生）

1992年４月　日本開発銀行入行

2016年６月　当行南九州支店長

2019年６月　当行経理部長

2021年６月　当行九州支店長兼熊本地震復興支援室長

2023年６月　当行常勤監査役（現職）

－

常勤監査役
松岡　基嗣

（1970年２月28日生）

1993年４月　日本開発銀行入行

2020年６月　当行企業金融第１部長

2022年６月　当行東北支店長

2024年６月　当行執行役員（内部監査担当）

2024年12月　当行執行役員（内部監査担当）兼監査部長

2025年４月　当行執行役員（内部監査担当）

2025年６月　当行常勤監査役（現職）

－
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役職名
氏名又は名称（生年
月日又は設立年月日）

略歴又は沿革
所有自社
株式数
（株）

常勤監査役
田尾　真一

（1968年３月４日生）

1990年４月　住友信託銀行株式会社入社

2013年10月　三井住友信託銀行株式会社

　　　　　　マーケット資金ビジネスユニット長

2019年４月　同社執行役員（マーケット事業副統括）

2022年４月　三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

執行役員

　　　　　　三井住友信託銀行株式会社執行役員

　　　　　　（マーケット事業統括）

2024年４月　三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

執行役員

　　　　　　三井住友信託銀行株式会社常務執行役員

2024年10月　三井住友トラストグループ株式会社執行役員

　　　　　　三井住友信託銀行株式会社常務執行役員

　　　　　　マーケット企画部長

2025年４月　株式会社三井住友トラスト基礎研究所

　　　　　　取締役社長

2026年４月　同社顧問

2026年６月　当行常勤監査役（現職）

－

監査役
道垣内　正人

（1955年12月18日生）

1984年５月　東京大学教養学部助教授

1991年４月　同大学大学院法学政治学研究科助教授

1996年11月　同大学大学院法学政治学研究科教授

2004年４月　早稲田大学大学院法務研究科客員教授

2004年４月　長島・大野・常松法律事務所

　　　　　　スペシャル・カウンセル

2005年４月　早稲田大学大学院法務研究科教授

2011年１月　長島・大野・常松法律事務所

　　　　　　シニア・カウンセル

2016年６月　東京大学名誉教授（現職）

2020年６月　当行監査役（現職）

2021年１月　Ｔ＆Ｋ法律事務所シニアカウンセル（現職）

2026年４月　早稲田大学名誉教授（現職）

－

監査役
金子　裕子

（1958年３月28日生）

1980年４月　札幌テレビ放送株式会社入社

1989年10月　太田昭和監査法人

　　　　　　（現 EY新日本有限責任監査法人）入所

2018年４月　早稲田大学商学学術院会計研究科教授

2018年６月　株式会社商工組合中央金庫社外監査役

2019年６月　神奈川中央交通株式会社社外取締役

2020年６月　三菱ＵＦＪリース株式会社社外監査役

2021年４月　三菱ＨＣキャピタル株式会社社外取締役

　　　　　　（監査等委員）（現職）

2022年３月　横浜ゴム株式会社社外取締役

2023年６月　当行監査役（現職）

－

計 16名 －

（注）当行では執行役員制度を導入しており、その構成は以下のとおりであります（取締役を兼務する執行

役員を除く。）。

常務執行役員９名　高田 佳幸、松浦 哲哉、梶村 毅、伊東 徹二、秋田 未樹、春日 義之、

　　　　　　　　　新崎 恭史、矢端 謙介、岡井 覚一郎

執行役員　　８名　松井 泰宏、松木 大、竹森 祐樹、児平 高典、大久保 敏之、塩谷 晃仁、

　　　　　　　　　和田 雅彦、三浦 理寛

なお、上記のほか、取締役のうち、６名は執行役員を兼務しております。
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氏　名　又　は　名　称 所　有　株　式　数 割　合

財務大臣 43,632千株 100.00％

計（１名） 43,632千株 100.00％

６　株主の状況

７　株主総会の状況

　2026年６月26日に開催された株式会社日本政策投資銀行第18回定時株主総会の議事は以下の

とおりであります。

報告事項　第18期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、計算書類、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案　資本準備金の額の減少の件

第２号議案　特定投資準備金の額の減少の件

第３号議案　特定投資剰余金の額の減少の件

第４号議案　剰余金処分の件

第５号議案　取締役に対する報酬総額（年額上限）改定の件

第６号議案　監査役に対する報酬総額（年額上限）改定の件

第７号議案　取締役11名選任の件

第８号議案　監査役１名選任の件

第９号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第10号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　2026年６月26日付第18回定時株主総会において、報告事項は報告が完了し、決議事項につい

ては承認可決されております。
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種 類 額面総額 当期末残高 当期末手元現在高

国 債 743,000 722,974 503,157

地 方 債 25,400 23,450 23,450

短 期 社 債 － － －

社 債 818,123 793,608 569,968

公 社 公 団 債 12,200 11,986 11,986

金 融 債 － － －

事 業 債 805,923 781,622 557,981

（社債のうち政府保証債） － － －

株 式 509,714 568,224 563,675

銀 行 株 式 － － －

そ の 他 509,714 568,224 563,675

そ の 他 の 証 券 1,413,712 1,546,638 1,546,479

外 国 証 券 318,174 370,060 370,060

そ の 他 1,095,537 1,176,578 1,176,419

計 3,509,951 3,654,896 3,206,730

８　有価証券の内訳

（単位：百万円）

繰入額 取崩額
純繰入額

（△純取崩額）
当期末残高 摘　要

一 般 貸 倒 引 当 金 61,473 49,615 11,857 61,473 －

個 別 貸 倒 引 当 金 1,794 15,914 △14,120 11,934 －

合 計 63,267 65,530 △2,262 73,407 －

９　貸倒引当金の状況

（単位：百万円）

（注）上記の金額には、目的に従う取崩額は含まれておりません。

種 類 建物 土地 建設仮勘定 その他の有形固定資産

事 業 用 16,292 86,124 68 2,223

所 有 － － － 3

計 16,292 86,124 68 2,227

（注）１．土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額 事業用土地 －百万円

所有土地 －百万円

２．建物、土地及びその他の有形固定資産に係る減損損失の合計額

事業用 －百万円

所　有 34百万円

10　有形固定資産の内訳

（単位：百万円）
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種 類 当期末口数 当期末残高

手 形 引 受 － －

信 用 状 － －

保 証 73 647,924

計 73 647,924

11　支払承諾の内訳

（単位：百万円）

2026年３月31日

１．単体総自己資本比率（４／７） 18.42

２．単体Tier１比率（５／７） 18.16

３．単体普通株式等Tier１比率（６／７） 18.16

４．単体における総自己資本の額 42,221

５．単体におけるTier１資本の額 41,606

６．単体における普通株式等Tier１資本の額 41,606

７．リスク・アセットの額 229,092

８．単体総所要自己資本額 18,327

12　自己資本比率の状況

〔国際統一基準に係る単体自己資本比率〕

（自己資本比率の状況）

　当行は、銀行法第14条の２の適用を受けておりませんが、自己資本比率告示に基づく自己

資本比率を算出する等、当該趣旨に準じた対応を図っております。

（参考）

　自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら

し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（平成18年金融庁告

示第19号）に定められた算式に基づき、算出しております。

　なお、当行は2024年３月末より、最終化されたバーゼルⅢを適用し、自己資本比率を算出

しております。

　また、当行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準

的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては標準的計測手法を採用してお

り、マーケット・リスク規制は導入しておりません。

単体自己資本比率（国際統一基準）

（単位：億円、％）
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第２　第18期末（2026年３月31日現在）貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金

現 金

預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

国 債

地 方 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

貸 出 金

証 書 貸 付

そ の 他 資 産

前 払 費 用

未 収 収 益

金 融 派 生 商 品

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金

そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

　

1,344,657

1

1,344,656

360,000

27,966

22,895

3,654,896

722,974

23,450

793,608

568,224

1,546,638

14,721,611

14,721,611

205,457

2,346

32,739

74,360

42,354

53,655

104,713

16,292

86,124

68

2,227

7,130

5,363

1,767

9,215

5,433

647,924

△73,407

△0

　

債 券 3,014,108

借 用 金 9,184,787

借 入 金 9,184,787

社 債 3,530,304

そ の 他 負 債 434,139

未 払 法 人 税 等 9,457

未 払 費 用 31,838

前 受 収 益 62

金 融 派 生 商 品 61,195

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 323,927

資 産 除 去 債 務 419

そ の 他 の 負 債 7,238

賞 与 引 当 金 8,998

役 員 賞 与 引 当 金 85

退 職 給 付 引 当 金 6,354

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 284

支 払 承 諾 647,924

負債の部合計 16,826,987

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 1,000,424

危 機 対 応 準 備 金 206,529

特 定 投 資 準 備 金 1,724,573

特 定 投 資 剰 余 金 124,590

資 本 剰 余 金 198,179

資 本 準 備 金 198,179

利 益 剰 余 金 948,071

そ の 他 利 益 剰 余 金 948,071

別 途 積 立 金 857,645

繰 越 利 益 剰 余 金 90,426

株 主 資 本 合 計 4,202,368

その他有価証券評価差額金 36,808

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △27,671

評価・換算差額等合計 9,137

純資産の部合計 4,211,505

資産の部合計 21,038,493 負債及び純資産の部合計 21,038,493

（単位：百万円）
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第３　第18期〔2025年４月１日から
2026年３月31日まで〕損益計算書

科 目 金 額
経 常 収 益 463,809
資 金 運 用 収 益 310,081
貸 出 金 利 息 221,182
有 価 証 券 利 息 配 当 金 79,099
コ ー ル ロ ー ン 利 息 4,226
買 現 先 利 息 1,316
預 け 金 利 息 253
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 3,745
そ の 他 の 受 入 利 息 257

役 務 取 引 等 収 益 15,146
そ の 他 の 役 務 収 益 15,146

そ の 他 業 務 収 益 0
国 債 等 債 券 売 却 益 0

そ の 他 経 常 収 益 138,582
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 2,262
償 却 債 権 取 立 益 1,282
株 式 等 売 却 益 20,002
金 銭 の 信 託 運 用 益 1,809
そ の 他 の 経 常 収 益 113,224

経 常 費 用 265,915
資 金 調 達 費 用 139,746
債 券 利 息 68,223
コ ー ル マ ネ ー 利 息 17
売 現 先 利 息 13
借 用 金 利 息 34,388
短 期 社 債 利 息 56
社 債 利 息 35,626
そ の 他 の 支 払 利 息 1,420

役 務 取 引 等 費 用 849
そ の 他 の 役 務 費 用 849

そ の 他 業 務 費 用 21,745
外 国 為 替 売 買 損 5,439
国 債 等 債 券 売 却 損 13,266
債 券 発 行 費 償 却 683
社 債 発 行 費 償 却 1,176
金 融 派 生 商 品 費 用 1,179

営 業 経 費 71,928
そ の 他 経 常 費 用 31,645
貸 出 金 償 却 989
株 式 等 売 却 損 676
株 式 等 償 却 9,245
そ の 他 の 経 常 費 用 20,734

経 常 利 益 197,894
特 別 利 益 792

固 定 資 産 処 分 益 792
特 別 損 失 302

固 定 資 産 処 分 損 268
減 損 損 失 34

税 引 前 当 期 純 利 益 198,384
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 47,178
法 人 税 等 調 整 額 7,394
法 人 税 等 合 計 54,573
当 期 純 利 益 143,811

（単位：百万円）
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第４　第18期〔2025年４月１日から
2026年３月31日まで〕株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
危機対応
準備金

特定投資
準備金

特定投資
剰余金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計資本準備
金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

当期首残高 1,000,424 206,529 1,602,096 71,205 264,417 264,417 809,090 64,699 873,789 4,018,463

当期変動額

政府の出資 70,000 70,000

資本準備金から特
定投資準備金への
振替

80,000 △80,000 △80,000 －

国庫納付 △13,761 △13,761

特定投資準備金から
資本準備金への振替

△13,761 13,761 13,761 －

剰余金の配当 △16,143 △16,143 △16,143

別途積立金の積立 48,555 △48,555 － －

当期純利益 143,811 143,811 143,811

その他利益剰余金
から特定投資剰余
金への振替

53,384 △53,384 △53,384 －

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

当期変動額合計 － － 122,476 53,384 △66,238 △66,238 48,555 25,727 74,282 183,905

当期末残高 1,000,424 206,529 1,724,573 124,590 198,179 198,179 857,645 90,426 948,071 4,202,368

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 57,103 △18,660 38,442 4,056,905

当期変動額

政府の出資 70,000

資本準備金から特
定投資準備金への
振替

－

国庫納付 △13,761

特定投資準備金から
資本準備金への振替

－

剰余金の配当 △16,143

別途積立金の積立 －

当期純利益 143,811

その他利益剰余金か
ら特定投資剰余金へ
の振替

－

株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

△20,295 △9,010 △29,305 △29,305

当期変動額合計 △20,295 △9,010 △29,305 154,600

当期末残高 36,808 △27,671 9,137 4,211,505

（単位：百万円）
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第５　　第18期　個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時

価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移

動平均法による原価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については組合

等の事業年度に係る財務諸表等に基づいて、組合等の損益のうち持分相当額を純額で計上してお

ります。

　なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映された額を

除き、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行っ

ております。

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の

信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該

金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後

に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　３年～50年

その他　４年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて

は、行内における利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリ

ース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につ

いては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは

零としております。

４．繰延資産の処理方法

　債券発行費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を

除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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過 去 勤 務 費 用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権につい

ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状

況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者及び今後の管理に注意を要

する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で

割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積

法）により計上しております。

　上記以外の債権については、貸出金等の平均残存期間の予想損失額を見込んで計上しており、当

該予想損失額は、過去の一定期間における貸倒実績率の平均値に必要に応じて直近の状況等を考慮

した修正を加えて算定しております。

　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署

から独立した部署が第二次査定を実施しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行ってお

ります。

　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価

額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は46,318百万円であります。

(2) 投資損失引当金

　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案

して必要と認められる額を計上しております。

(3) 賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(4) 役員賞与引当金

　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、

退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によって

おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
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(6) 役員退職慰労引当金

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金

の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、繰延ヘッジ処理又は特例処理を採用しております。なお、包括ヘッ

ジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　2022年３月17日）を適用しております。

　通貨スワップについては、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしているた

め、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等について振当処理を採用しております。なお、包括

ヘッジについては、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日）に規定する繰延ヘッ

ジによっております。

　また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変

動リスクをヘッジするため、包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

a．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…債券・借用金・社債・有価証券及び貸出金

b．ヘッジ手段…通貨スワップ

ヘッジ対象…外貨建債券・外貨建借用金・外貨建社債・外貨建有価証券及び外貨建貸出金

c．ヘッジ手段…外貨建直先負債

ヘッジ対象…外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）

(3) ヘッジ方針

　金利変動リスク又は為替変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引又は通貨スワップ取引

等を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約又は一定のグループ毎に行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、リスク減殺効果を検証し、ヘッジの有効性を評価しております。

　なお、包括ヘッジに関して、相場変動を相殺する金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し、有効性の評価をしており、キャッシ

ュ・フローを固定する金利スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関

関係の検証により有効性の評価をしております。また、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引については、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。

　外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替リスクヘ

ッジに関しては、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券

について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していることを確認することにより有効性

の評価をしております。

　また、個別ヘッジに関して、特例処理の要件を充たしている金利スワップ及び振当処理の要件

を充たしている通貨スワップについては、有効性の評価を省略しております。
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貸倒引当金 73,407百万円

有価証券 3,654,896百万円

市場価格のない株式等 1,701,107百万円

重要な会計上の見積り

　当行が計算書類の作成にあたって用いた会計上の見積りのうち重要なものは以下のとおりでありま

す。

１．貸倒引当金

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　連結計算書類「重要な会計上の見積り」に記載した内容をご参照ください。

２．市場価格のない株式等の評価

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　連結計算書類「重要な会計上の見積り」に記載した内容をご参照ください。

１．関係会社の株式及び出資金総額 598,544百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,371百万円

危険債権額 34,945百万円

三月以上延滞債権額 1,949百万円

貸出条件緩和債権額 18,316百万円

小計額 57,583百万円

正常債権額 15,341,875百万円

合計額 15,399,458百万円

注記事項

（貸借対照表関係）

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に34,561百万円

含まれております。

　　現先取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で

きる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は該当ありません。当事業年

度末に当該処分をせずに所有している有価証券は27,966百万円であります。

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりでありま

す。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又

は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第

２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、その他資産並びに支払承諾見返の各勘定に計上され

るものであります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立

て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
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６．有形固定資産の減価償却累計額 20,577百万円

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及び

これらに準ずる債権に該当しないものであります。

　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出

金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。

　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及び

これらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分され

る債権であります。

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

４．為替決済等の取引の担保として、有価証券443,322百万円及び貸出金244,861百万円を差し入れて

おります。

　出資先が第三者より借入を行うに当たり、その担保として有価証券4,708百万円を差し入れており

ます。

　また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金32,845百万円を含んでおります。

　なお、このほか、株式会社日本政策投資銀行法附則第17条及び旧日本政策投資銀行法第43条等の

規定により、当行の財産を日本政策投資銀行から承継した債券214,289百万円の一般担保に供してお

ります。

５．貸付金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契

約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,053,229百万円であります。このうち契約

残存期間が１年以内のものが701,508百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契

約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し

込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられておりま

す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期

的に（半年毎に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見

直し、与信保全上の措置等を講じております。

７．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対

する当行の保証債務の額は1,307百万円であります。

８．株式会社日本政策投資銀行法附則第２条の22等に基づき、危機対応業務の適確な実施のため、政

府が出資した金額の累計額を危機対応準備金として計上しております。

　なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。

(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第２条の25の規定に基づき、危機対応準備金の額

は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。

(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第２条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準

備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対

応準備金の額を減少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、同法附則第
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10．関係会社に対する金銭債権総額 161,900百万円

11．関係会社に対する金銭債務総額 2,515百万円

２条の26の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。

(3) 危機対応業務の適確な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと当行が認

める場合には、同法附則第２条の27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によ

って、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとされていま

す。

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法

附則第２条の28の規定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。

９．株式会社日本政策投資銀行法附則第２条の23に基づき、特定投資業務の適確な実施のため、政府

が出資した金額及び資本準備金の額から振り替えた金額を特定投資準備金として計上しておりま

す。また、特定投資業務に係る損益計算上生じた利益又は損失を利益剰余金の額から振り替え、特

定投資剰余金として計上しております。

　なお、特定投資準備金及び特定投資剰余金は次の性格を有しております。

(1) 剰余金の額の計算においては、同法附則第２条の25の規定に基づき、特定投資準備金及び特

定投資剰余金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。

(2) 欠損のてん補を行う場合、同法附則第２条の26の規定に基づき、資本準備金の額及び利益準

備金の額が零となったときは、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少することができ

ます。なお、特定投資準備金又は特定投資剰余金の額を減少した後において剰余金の額が零を

超えることとなったときは、同法附則第２条の26の規定に基づき、特定投資準備金又は特定投

資剰余金の額を増加しなければなりません。

(3) 特定投資業務の適確な実施のために必要がないと当行が認める場合には、同法附則第２条の

27の規定に基づき、株主総会の決議及び財務大臣の認可によって、特定投資準備金又は特定投

資剰余金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができます。

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、同法

附則第２条の28の規定に基づき、国庫に帰属すべき額に相当する特定投資準備金及び特定投資

剰余金の額を国庫に納付するものとされています。

（追加情報）

　2025年６月27日開催の定時株主総会において、同法附則第２条の27第２項の規定に基づき、特

定投資準備金の額の減少を決議し、同日において財務大臣の認可を受けております。これによ

り、特定投資準備金の額1,602,096百万円を27,523百万円減少し、併せて、13,761百万円を国庫

に納付し、資本準備金の額を13,761百万円増加いたしました。当該効力発生日は2025年８月29

日であります。
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資金運用取引に係る収益総額 16,971百万円

役務取引等に係る収益総額 464百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 4,738百万円

役務取引等に係る費用総額 35百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 707百万円

その他の取引に係る費用総額 12,497百万円

種類
会社等の
名称

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

主要
株主

財務省
（財務大臣）

（被所有）
直接 100％

資金の借
入等

出資の受入
（注１）

70,000 - -

資金の借入
（注２）

400,000

借用金 6,169,638
借用金の返済 372,906

利息の支払 18,877 未払費用 7,600

債務被保証
（注３）

2,964,184 - -

（損益計算書関係）

１．関係会社との取引による収益

関係会社との取引による費用

２．その他の経常収益には、投資事業組合等利益70,458百万円、収益分配請求権に係る収益7,364百万

円及び株式等償還益31,773百万円を含んでおります。

３．その他の経常費用には、投資事業組合等損失19,185百万円を含んでおります。

４．関連当事者との取引について記載すべき重要なものは、次のとおりであります。

(1) 親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注）１．出資の受入は特定投資業務に係るものであります。

２．資金の借入は財政投融資特別会計からの借入であり、主に財政融資資金貸付金利が適用され

ております。最終償還日は2045年11月20日であります。なお、担保は提供しておりません。

３．債務被保証は当行の債券に対して行われており、保証料の支払はありません。

４．株式会社日本政策金融公庫法第11条第２項の規定により、同法第２条第５号に定める危機対

応業務に関連して、株式会社日本政策金融公庫から1,483,154百万円の借用金があります。

(2) 子会社及び関連会社等

　記載すべき重要なものはありません。

(3) 役員及び個人主要株主等

　記載すべき重要なものはありません。
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（株主資本等変動計算書関係）

　特定投資剰余金に関する事項

　利益剰余金のうち当該事業年度の特定投資業務に係る当期純利益又は当期純損失の金額に相当する

額は、当該事業年度の末日において株式会社日本政策投資銀行法附則第２条の23第７項の規定により

特定投資剰余金に計上され、当該額は同法附則第２条の25第１項の規定により、剰余金の額の計算

上、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

国債 20,012 20,244 231

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 59,500 59,946 446

その他 55,161 57,953 2,791

小　計 134,674 138,143 3,469

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

国債 40,110 37,385 △2,725

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 121,839 119,875 △1,963

その他 10,392 9,596 △795

小　計 172,342 166,857 △5,485

合　計 307,016 305,000 △2,015

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － －

関連会社株式 35 2,969 2,934

合　計 35 2,969 2,934

（有価証券関係）

　貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「預け

金」中の譲渡性預け金が含まれております。

１．売買目的有価証券（2026年３月31日現在）

　該当ありません。

２．満期保有目的の債券（2026年３月31日現在）

３．子会社株式及び関連会社株式（2026年３月31日現在）
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貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式 143,069

関連会社株式 36,905

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価

（百万円）
差額

（百万円）

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

株式 84,701 24,598 60,102

債券 28,453 25,530 2,923

国債 － － －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 28,453 25,530 2,923

その他 238,735 198,139 40,595

小　計 351,890 248,268 103,621

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

株式 14,882 16,476 △1,593

債券 1,270,117 1,324,023 △53,906

国債 662,851 692,589 △29,737

地方債 23,450 25,400 △1,949

短期社債 － － －

社債 583,815 606,034 △22,218

その他 8,857 9,350 △493

小　計 1,293,857 1,349,850 △55,993

合　計 1,645,747 1,598,119 47,628

貸借対照表計上額（百万円）

①市場価格のない株式等（＊１） 527,513

②組合出資金等（＊２） 993,618

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

４．その他有価証券（2026年３月31日現在）

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金等の貸借対照表計上額

（＊１）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とは

しておりません。なお、債券と同様の性格を持つと考えられる種類株式は時価開示の対象としてお

り、上表には含めておりません。

（＊２）組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）第24-16項に基づき、時

価開示の対象とはしておりません。
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売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 24,084 18,574 －

債券 46,408 0 13,266

国債 42,435 － 13,239

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 3,973 0 26

その他 4,593 286 41

合　計 75,086 18,861 13,307

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　該当ありません。

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

７．保有目的を変更した有価証券

　記載すべき重要なものはありません。

８．減損処理を行った有価証券

　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く）のうち、当

該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みが

あると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差

額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　当事業年度における減損処理額は、1,050百万円（全額が株式）であります。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合と30％以上50％未満下落し、かつ時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められな

い場合であります。

（金銭の信託関係）

１．運用目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

　該当ありません。

２．満期保有目的の金銭の信託（2026年３月31日現在）

　該当ありません。
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貸借対照表計

上額（百万円）

取得原価

（百万円）

差額

（百万円）

うち貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

（百万円）

うち貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

（百万円）

その他の金銭の

信託
22,895 19,336 3,558 3,558 －

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2026年３月31日現在）

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

繰延税金資産

　有価証券償却損金算入限度超過額 27,305百万円

　貸倒引当金及び貸出金償却損金算入限度超過額 35,446

　繰延ヘッジ損益 6,634

　退職給付引当金 2,002

　その他 24,746

繰延税金資産小計 96,136

　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △54,033

評価性引当額小計 △54,033

繰延税金資産合計 42,103

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △17,349

　その他 △19,320

繰延税金負債合計 △36,669

繰延税金資産の純額 5,433百万円

（税効果会計関係）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

１株当たりの純資産額 70,598円85銭

１株当たりの当期純利益金額 2,684円21銭

（１株当たり情報）

（注）純資産額の算定にあたっては、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令に基づき、貸借

対照表に掲げる純資産の部の合計額から危機対応準備金、特定投資準備金のうち国庫に帰属すべ

き額に相当する金額及び特定投資剰余金のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額を除いた金額

を普通株主に係る期末の純資産額としております。

　当期純利益の算定にあたっては、株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令に基づき、損

益計算書に掲げる当期純利益から特定投資業務に係る当期純利益又は当期純損失のうち国庫に帰

属すべき額に相当する金額を除いた金額を普通株主に係る当期純利益としております。
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